
資料　４　

平 成 ２ ４ 年 度  　芦 屋 市 人 権 施 策 に 関 す る 事 業  評 価 （ 決 算　評　価 ）

（ 評 価 対 象 事 業 ）

市民生活部　人権推進課
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整理
№

総合推進
指針の分
類項目

★評価における事
業の位置づけ

所管課 事務事業名 事業の目的・意図 全体概要 Ｈ２４年度の目標
H24年度
予算額
（千円）

H24年度
決算額
（千円）

Ｈ２４年度の実施内容
平成24年度
の改善内容

★評価
（人権）
の視点

★評価基準
（所管課評価）

所管課評価コメント

  Ｃ

整える

  Ｃ

整える

  Ｃ

整える

  Ｃ

整える

  Ｆ

有効か

  Ｃ

整える

  Ｆ

有効か

1

学校教育課 　道徳教育推進事業

2

あらゆる
場におけ
る教育・啓
発

（学校等）

　④　教育を受け
る権利の保障や就
労支援・育児支援
等，市民の人権を
推進する事業

4

あらゆる
場におけ
る教育・啓
発

（学校等）

　①　人権教育・人
権啓発の推進に
関する法律に規定
する人権教育

あらゆる
場におけ
る教育・啓
発

（学校等）

　　国際理解教育
　　推進事業

◆ 専門家による巡回相談を実施する
◆ 特別支援教育アドバイザーを配置する
◆ スクールアシスタント・介助員・指導補助員を配置
する
◆ ケースワーカーの派遣を専門機関に委託する
◆ 関係機関連携協議会を開催する
◆ 教員の資質向上を図るため特別支援教育に関す
る研修会を開催する

◆ 特別支援教育センターの
支援体制の確立

◆ スクールアシスタント・介助
員・指導補助員の適切な配置
と役割の明確化

◆新指導要領に対応した道徳
の時間の全体計画及び年間
指導計画に沿った実践

◆教職員の研修の充実と関
係諸機関との連携を図る。

521

◆市立小中学校道徳教育担当者会開催　11人
　 実施日：平成24年5月10日
◆道徳教育実践研修会参加　11校各1人×2回
　 第1回　平成24年5月31日　神戸文化ホール
　 第2回　平成24年11月20日
          　伊丹市立労働福祉会館
◆阪神地区中学校道徳教育研究大会　参加　３人
　 実施日：平成24年11月20日
　 場所：猪名川町立猪名川中学校
◆平成24年度道徳の時間の全体計画および
   年間指導計画の作成
◆道徳教育研究授業
　 各学校で授業公開を実施

30,243

◆適正就学指導委員会を開催する。
　 本委員会2回　専門部会9回　保護者との教育相談
◆研修会の開催，各学校の特別支援教育に関する
   研修会の支援，障害理解のための講演会等
◆特別支援学級の消耗備品等の整備充実
　 新設学級等
◆就学のための教育連携連絡会を開催

◆学校園・家庭・地域
社会が一体となって心
の教育の充実を図る

　　特別支援教育
　　推進事業

◆障がいのある子ど
もたち等特別な支援を
要する児童生徒が、そ
の特性に応じた教育
を受けられる体制を整
備する。

31,649

　①　人権教育・人
権啓発の推進に
関する法律に規定
する人権教育

学校教育課

◆小学校外国語活動推進事業
　　・対象　　　　全小学校５・６年生
　　・実施時間数　１学級あたり年間３５時間
　　・実施内容　　地域人材と担任の協同による
　　　　　　　　　 　 外国語活動
◆ALT配置事業
　　・対象　　　　全中学校全学年
　　・配置人数　　２人（３中学校をﾛｰﾃｰｼｮﾝ）
　　・実施内容　　ALTと教科担任の協同による
                     実践的な英語授業
◆日本語指導ボランティア配置事業
　　・対象　　　　日本語指導が必要な
                    帰国・外国人児童生徒
　　・派遣日数　　合計年間１７５回程

◆全市立小学校5・6年生に，
担任と地域人材が協同で外国
語活動の授業を1学級あたり
年間35時間実施。

◆全市立中学校にALTを年間
130日程度配置。

◆日本語指導を必要とするす
べての帰国・外国人児童生徒
に支援を実施。

◆社会や経済のグ
ローバル化が進展す
る中で，自国の伝統・
文化を尊重するととも
に，他の国や地域に
ついて理解を深め，人
権尊重の精神を基盤
として，異なる伝統・文
化に敬意をはらう態度
を育成する。

   ○    目標
どおり達成し
た。

◆日本語指導ボラン
ティアの配置を拡充し，
外国人児童生徒等の
学習支援の充実を図っ
た。

17,51018,261
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あらゆる
場におけ
る教育・啓
発

（学校等）

　④　教育を受け
る権利の保障や就
労支援・育児支援
等，市民の人権を
推進する事業

学校教育課

学校教育課

   ○    目標
どおり達成し
た。

◆特別支援教育センター専門指導員による学校園の巡回指
導を行い，支援の必要な幼児児童生徒への個別の支援の充
実に努める。
　平成24年度のセンターの相談件数 160回
   学校園への支援件数 403回
◆県立芦屋特別支援学校，三田谷治療教育院，学校生活支
援教員，特別支援教育センター専門指導員等のスタッフが定
期的に集まり，支援の方向性の確認や情報共有を行い支援
内容の充実を図る。
　　連携連絡会の開催回数　11回
◆特別支援教育支援員，介助員，指導補助員を学校園に配
置し，特別な支援を必要とする幼児児童生徒を支援する。
　特別支援教育支援員数　5名　介助員数　12名
  指導補助員数　18名

1,449 913

◆小中学校への適正
な就学に向けた会を複
数回開催し，保護者の
意向も聞きながら就学
先について総合的にに
判断した。
◆教育関係者，福祉関
係者，保護者等が集ま
り障害理解のための研
修会を開催した。。
◆ 新設の特別支援学
級に関する教室整備を
進めることができた。

県と市のそれぞれの事
業を活用して，日本語理
解が不十分な外国人等
の受入体制の整備を進
めることができた。

◆  関係機関との連携
の強化を図るために，
定期的に情報交換の
会を持つ

◆  ケースワーカーに
よるモデル校および必
要に応じて学校園の支
援にあたる

◆  専門指導員の巡回
相談による特別支援教
育のさらなる充実

○ 継続
的に実施し
た。

年間を通して，学校園の
支援にあたることができ
た。

介助員を増員し，きめ細
かな支援につなげること
ができた。

　　特別支援教育
　　運営振興事業

◆障がいのある子ど
もたち等特別な支援を
要する児童生徒が，そ
の特性に応じた教育
を受けられるよう環境
を整備する。障がいの
ある幼児児童生徒に
対する教職員の理解
が深まり，指導力が向
上する。

◆障がいのある幼児児童生徒の就学に向けた，適
正就学指導委員会の開催
◆特別支援教育コーディネーターや特別支援学級担
当者を対象とした研修会の実施
◆新設学級を含めた特別支援学級の消耗備品等の
整備・充実
◆特別支援教育関係協議会の企画，運営
◆各学校の特別支援教育に係る研修活動の支援，
予算執行・管理事務

◆新設学級を含めた特別支
援学級の消耗備品の整備・充
実

◆特別支援コーディネーター，
特別支援教育に関する研修
の充実

◆小学校外国語活動実施時間数
　　5・6年生1学級あたり35時間
◆中学校ALT配置日数　　1校あたり平均120日
◆小学校外国語活動アンケート集約
　　・積極的に英語を話そうとした児童の割合　88.0％
　　・英語に慣れ親しむことができたと感じる児童の
     割合　91.7％
　　・外国語や外国の文化が日本のものとちがうことの
　　 おもしろさを感じることのできた児童の割合　93.5％
　　・これからも英語を使ってみたいと思う児童の
     割合　93.3％
◆日本語指導ボランティア配置状況
　　６校に計１３人（実績306回）

県の道徳教育の研究指
定を受けた浜風小学校を
中心に，道徳の授業の充
実が図れた。

各学校が様々な人権課
題人権教育推進に係る
各種研修の充実を図っ
た。

○ 継続
的に実施し
た。

◆各学校での研究授
業や研修会の充実

◆県の道徳教育の研
究指定校の指定を受け
た浜風小学校を中心
に，兵庫版道徳教育副
読本の活用の推進を
図った。

   ○    目標
どおり達成し
た。

保護者との教育相談を丁
寧に進める中で，児童生
徒の個に応じた就学先の
決定と引継ぎのための会
を持つことができた。

　人権教育推進事業

◆学校園・家庭・地域
社会が一体となって心
の教育の充実を図る

◆道徳教育を推進する。
◆副読本や教材を活用する
◆道徳教育担当者会の企画・開催。
◆年間指導計画・報告書を作成する。
◆研修会の参加調整をする。
◆人権教育資料「ふれあい」を作成する。
◆男女共同参画を推進する。
◆道徳教育教材の購入
　（例）教育図書・ビデオやＣＤ教材・絵本など

336

◆市立小中学校人権教育担当者開催　11人
　 実施日：平成24年5月11日
◆人権教育指導者研修会参加　1人
　 実施日：平成24年5月22日
　 場所：兵庫県立のじぎく会館
◆中・特別支援学校教員人権教育研修会　参加　4人
   実施日：平成24年11月15日
　 場所：猪名川町立六瀬中学校
◆小・特別支援学校教員人権教育研修会参加　10人
　 実施日：平成24年11月29日
　 場所：丹波市立大路小学校
◆芦屋市人権教育推進協議会参加
　 実施日：平成24年11月21日　　場所：ルナホール
◆人権教育校内研修会　(推進校５校）

75139
◆学校園・家庭・地域社会が
一体となって幼児・児童・生徒
の心の教育の充実を図る。

◆人権教育を推進する。
◆人権教育担当者会の企画・開催。
◆年間指導計画・報告書を作成する。
◆加配教員配置校の調査・指導・助言をする。
◆研修会の参加調整をする。
◆人権教育資料「ふれあい」を活用する。
◆男女共同参画を推進する。
◆調査研究委託料
◆兵庫県人権教育研究大会の参加調整。
◆関係諸機関との連携
◆芦屋市人権教育推進協議会に参加する

　④　子どもの教
育を受ける権利の
保障や生活保護
等，市民の人権を
推進する事業

あらゆる
場におけ
る教育・啓
発

（学校等）

5 学校教育課
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整理
№

総合推進
指針の分
類項目

★評価における事
業の位置づけ

所管課 事務事業名 事業の目的・意図 全体概要 Ｈ２４年度の目標
H24年度
予算額
（千円）

H24年度
決算額
（千円）

Ｈ２４年度の実施内容
平成24年度
の改善内容

★評価
（人権）
の視点

★評価基準
（所管課評価）

所管課評価コメント

  Ｃ

整える

  Ｃ

整える

  Ｃ

整える

  Ｄ

協働す
る

  Ｆ

有効か

  Ｆ

有効か

   ○    目標
どおり達成し
た。

消費生活センター相談員
による市内集会所出前
講座を実施した。

◆地域集会所を活用した，き
め細かい啓発活動

◆啓発事業等による消費生活
センターの認知度アップ

10

あらゆる
場におけ
る教育・啓
発

（職場）

　④　子どもの教
育を受ける権利の
保障や生活保護
等，市民の人権を
推進する事業

経済課 ◆出前講座の充実消費者保護事業

◆消費者被害の救
済・防止とともに，消
費者の活動助成，啓
発事業の実施を進め
る

◆消費生活相談員を設置して，助言，情報提供，苦
情解決のための斡旋を行う

◆消費者教室，広報紙やホームページでの啓発活
動の実施

◆消費者団体への支援，連携をし，消費者活動の助
成及び啓発事業の実施

◆消費者活動の拠点として，消費生活センター及び
全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)
の活用による消費者の保護，相談，啓発，情報発信
を行う

94511,029

◆消費生活センターの運営　（４４８千円）
　　・消費生活相談　　７６２件
◆消費者意識の啓発　　　　　（４９千円）
　　・消費者教室・・・くらしのセミナー，出前講座
　　・消費生活情報・悪質商法啓発の情報提供
　　・広報紙等による啓発
◆リサイクルの推進
◆団体の育成　　　　　　　　　（２５９千円）
　　芦屋市消費者協会への助成及び事業委託
◆立ち入り検査
　　家庭用品品質表示，消費生活用製品，長期使用製品
◆計量に関する啓発　　　　　（１８４千円）

◆グループ別研究会の実施　「1～５年次」「運動遊び」「造形」
「好きな遊び」　各1～３回実施
◆芦屋市教育委員会指定研究会の実施（精道幼稚園）
◆特別支援研究会の実施（7回）
◆保育環境の整備に努めた。
　（教材備品費　1,４0３千円，消耗品等　４，０４２千円）
◆なかよしフェスティバルの実施（77千円）
◆あずかり保育の全園実施。

◆国及び県の労働関係機関と連携して，労働講座，
就職支援講座の開設及び労働に関する啓発の実施

◆技能功労者の表彰

◆障害者雇用奨励金による障がい者の長期雇用の
促進

◆事業所人権研修の実施

◆日雇健康保険認証事務及び自衛隊員募集事務の
実施

◆勤労者団体に対する支援

◆園経営・学級経営を推進し，保育内容の充実を図
る。
◆加配教員検討委員会の設置・運営
◆支援員の配置
◆特別な支援を要する幼児の研修会の企画・運営
◆市内・阪神地区等の研修会の企画・参加調整
◆研修会，研究会の参加費・講師謝金に係る執行調
整
◆教育ボランティア謝金に係る執行調整
◆初任者研修会やグループ別研修会の企画
◆文部科学省委託研究事業の推進

○ 継続
的に実施し
た。

6

あらゆる
場におけ
る教育・啓
発

（学校等）

　④　教育を受け
る権利の保障や就
労支援・育児支援
等，市民の人権を
推進する事業

学校教育課 　適応教室実施事業

◆不登校及び不登校
傾向の児童生徒が，
指導及び援助により，
学校生活への意欲を
育てる。

◆通級児童生徒への指導（基本的生活習慣の育
成，学習活動，体験活動等）

◆引きこもり傾向の児童生徒の家庭訪問指導

◆市内在住の不登校傾向児童生徒の保護者の教育
相談及び保護者会の開催

◆芦屋市立小中学校との連携及び不登校研修会の
開催

◆関係諸機関との連携

◆通級児童生徒の学習・体験
活動での指導及び援助を行う
ことにより，学校復帰へつなげ
ていく。

◆学校・関係機関との連携を
強化し，情報の共有を図ること
により，学校復帰への環境整
備等を行う。

幼稚園教育推進事業

◆信頼される開かれ
た園づくり

◆教師の指導力を高
め，幼児に基本的な
生活習慣や心情を身
につけ，生きる力を育
む

◆ハローワーク西宮との連携
を強め，事業者に対する芦屋
市障害者雇用奨励金のＰＲを
より一層図る

◆通学路の安全点検の実施
　　（８校区　204箇所の危険箇所点検）
◆交通安全教室を，幼稚園９園×2回（計１８回），
　 小学校８校×2回（計16回）実施
◆CAP講習会の実施
　　（小学3年生６８２名　保護者１６２名 教職員　１７８名）
　　（７３４千円）
◆教職員の普通救命救命講習会の実施（85名）
◆スクールガードリーダー（３９５千円）

適応教室の職員が定期
的に学校を訪問し，情報
交換や連携した指導を行
う中で，不登校児童生徒
の学校復帰に向けた体
制が強化できた。

◎ 制度の
拡充・改善を
図った。

預かり保育の全園実施
は，保護者の子育て支援
の充実につながった。

4,807

◆主な事業
    ・不登校担当者会の開催（２回：６月・１１月　実施）
    ・不登校児童生徒の理解のための支援研修会の開催
       （１回：１月実施）
    ・教育相談（個人懇談）会（２回：７月・12月実施）
    ・通級児童生徒保護者会（２回：６月・10月実施）
    ・学校等への訪問（市内小中学校１１校，県立西宮香風高
校，
      県立但馬やまびこの郷，県立神出学園等）
    ・体験活動の実施（８回：校外学習３回・
      宿泊学習１回実施，調理実習４回）
    ・県立但馬やまびこの郷等他の機関との連携

4,829

◆　適応教室職員の定
期的な学校訪問による
情報交換と情報共有の
実施

◆　効果的な家庭訪問
    指導の工夫

◆　学校復帰への取組

◆　学校・関係機関と
の
    連携強化

　安全教育推進事業
◆幼児児童生徒に係
る事故・事件を０に近
づけること

◆安全担当者会の開催⇒学校安全に関する取組につ
    いての周知・関係機関との顔合わせ
◆警報発令時等の対応⇒防災安全課との連携
◆安全教育に係る年間指導計画の作成⇒学校園が作成
◆交通安全教室の実施（芦屋警察・防災安全課・安全
   協会との連携事業）
　⇒幼稚園・小１（歩行訓練），小４（自転車教室）
◆　普通救命講習会の実施⇒対象：教職員，消防本部と
    の連携事業
◆　防犯訓練の実施⇒学校園において実施
◆　「ＣＡＰプログラム」の実施⇒対象：市内小学校３年生
    児童全員とその保護者及び小学校教職員
◆　スクールガードリーダー配置事業の実施

◆幼児児童生徒が安全に対
する実践的な態度や能力を身
に付ける。

◆教職員が安全確保のスキ
ルを身につけるための訓練の
充実を図る。（不審者対応，
普通救命講習会等）

1,569

◆保育内容に係る研修・研究
会の充実

◆教師の指導力の向上

◆預かり保育の実施

◆様々な研究会の中
で，幼児の内面の読み
取りに努めた。

7,6246,681

◆芦屋市技能功労者表彰の実施
（６職種６人）（１１７千円）
◆職業能力向上・人権啓発等の就労促進及び環境整備啓発
事業の実施（パソコン教室の共催，企業人権啓発セミナーの
開催，女性のための再就職支援セミナーの開催）（１８８千円）
◆労働関係者団体への補助等（芦屋地方労働組合協議会，
県雇用開発協会）（３６０千円）
◆ハローワーク西宮，県労働局と連携を図った各種啓発活動
及び芦屋市障害者雇用奨励金のＰＲ（６０千円）
◆労働相談の実施（７５千円）
◆自衛隊員の募集事務（広報に掲載）

8001,450

1,493

7

あらゆる
場におけ
る教育・啓
発

（学校等）

　①　人権教育・人
権啓発の推進に
関する法律に規定
する人権教育

学校教育課

◆就労講座開設，啓
発事業，労働団体へ
の支援等を実施して，
雇用機会の拡大及び
勤労者の福利向上を
図る。

　労働福祉・雇用対策
　事業

8

あらゆる
場におけ
る教育・啓
発

（学校等）

　①　人権教育・人
権啓発の推進に
関する法律に規定
する人権教育

学校教育課

経済課

　④　子どもの教
育を受ける権利の
保障や生活保護
等，市民の人権を
推進する事業

あらゆる
場におけ
る教育・啓
発

（職場）

9

通学路の合同点検によ
り，地域で幼児，児童，
生徒を見守る意識が高
まった。

継続的な労働相談の実
施や若年者の就労促進
を図るためのハローワー
ク西宮と共催した就職説
明会を実施する等が雇
用対策につながるものと
考えられる。

○ 継続
的に実施し
た。

◆　若年者の就労促進
を図るため，ハロー
ワーク西宮等阪神間各
労働関係部局と共催で
就職説明会を実施

◆通学路の点検を学
校，地域，保護者，関
係機関と合同で行い，
安全な学校園づくりの
推進に努めた。

   ○    目標
どおり達成し
た。

3



整理
№

総合推進
指針の分
類項目

★評価における事
業の位置づけ

所管課 事務事業名 事業の目的・意図 全体概要 Ｈ２４年度の目標
H24年度
予算額
（千円）

H24年度
決算額
（千円）

Ｈ２４年度の実施内容
平成24年度
の改善内容

★評価
（人権）
の視点

★評価基準
（所管課評価）

所管課評価コメント

  Ｆ

有効か

  Ｇ

効率的
か

  Ｄ

協働す
る

  Ｇ

効率的
か

  Ｇ

効率的
か

  Ｆ

有効か

   ○    目標
どおり達成し
た。

◆神戸地方法務局西
宮支局との連携を図っ
た。

   ○    目標
どおり達成し
た。

11

あらゆる
場におけ
る教育・啓
発

（地域）

　②　人権教育・人
権啓発の推進に
関する法律に規定
する，広報活動・
啓発活動

人権推進課

12

あらゆる
場におけ
る教育・啓
発

（地域）

　③　特設人権相
談所の開設や人
権教室・人権の花
運動・街頭啓発な
どの法務局や人権
擁護委員と連携し
た人権擁護事業

人権推進課

78

みんなで考えよう「平和と
人権」の取組や人権啓発
事業の都度，核兵器禁
止条約の締結に向けた
交渉開始を求める署名
活動に取り組み５６４筆を
集約した。

西宮芦屋人権啓発活動
地域ネットワーク会議を
定期的に開催するなど連
携を図っている。

56

◆平和行進の受入支援　　2団体，経費7千円

◆みんなで考えよう「平和と人権」　　　経費49千円
　　期間：平成24年7月21日～8月15日
　　場所：ルナホール，市民ｾﾝﾀｰ，上宮川文化ｾﾝﾀｰ
　　内容：コンサート，平和ポスター展，啓発映画会
◆市広報紙，ホームページ，横断幕の掲示による啓発
◆核兵器禁止条約の締結に向けた交渉開始を求める署名活
動　564筆
◆核実験への抗議　　アメリカ合衆国外　5回

◆平和市長会議の提
唱する，核兵器禁止条
約の締結に向けた交渉
開始を求める署名活動
に取り組んだ。　５６４
筆

　　人権擁護事業
◆豊かな人権文化に
満ちた社会づくり

◆本市の人権擁護委員7人(法務大臣委嘱)により毎
月2回(第2・第4火曜日，午後1時～4時)特設人権相
談所を開設している。

◆法務局と連携して人権擁護
活動・人権啓発活動の充実を
図る。

　　平和事業

◆人権問題と平和施
策への取組と啓発に
より市民の人権と平和
への意識を高める。

◆人権問題をはじめ，戦争の悲惨さを訴える各種の
事業を関係課と調整し実施する。

◆核実験に対する抗議を行い，非核平和に取組み，
平和行進の支援をする。

◆人権と平和の施策についての関係各課の事業プ
ログラムを調整し，連携して実施する。

◆平和市長会議に加盟したこ
とをアピールする。

◆平和の大切さについて考え
る機会を増やす。

市民生活部人権担当や
芦屋市人権教育推進協
議会との連携をさらに深
め，人権教育推進につな
げたい。

   ○    目標
どおり達成し
た。

◆人権教育関係団体と
のかかわり方を見直し
た。

170 164

◆特設人権相談所の開設
   回数 ：23回  相談件数：14件
◆街頭啓発：12月4日(人権週間)
◆人権教室：1月30日(精道小学校)
◆人権の花運動：5月～10月(伊勢幼稚園)
◆社会福祉施設訪問　2月28日　ロングライフ芦屋
◆西宮人権擁護委員協議会分担金     158千円
　　人権相談担当委員用お茶代              6千円

◆学校・幼稚園・保育所への啓発冊子配布

◆成人式での啓発グッズの配布

◆人権教育啓発用教材（ＤＶＤ）の購入
115

1,270 843

120
◆啓発活動について市民生活
部人権担当と連携する。

◆学習機会の充実

◆社会教育関係機関・団体との連携

◆芦屋市人権教育推進協議会を側面から支援す
る。

◆社会の変化に対応
する様々な人権に関
する学習活動の推進
を図る。

　　人権教育推進

生涯学習課 　生涯学習推進事業

あらゆる
場におけ
る教育・啓
発

（地域）

14

あらゆる
場におけ
る教育・啓
発

（地域）

　④　教育を受け
る権利の保障や就
労支援・育児支援
等，市民の人権を
推進する事業

13 生涯学習課

　②　人権教育・人
権啓発の推進に
関する法律に規定
する，広報活動・
啓発活動

人権尊重は，教育の基
盤である。人権尊重の視
点に立った，児童生徒の
内面理解とコミュニケー
ション力，人間関係形成
力育成のための，研修講
座を実施することができ
た。

○ 評価
（人権）の
視点に照ら
し実施した
ものと認め
られる。

◆国の動向，芦屋市の
教育的課題や実態に
対応した実践的な研修
を企画実行する。

◆平成２３年度で終了
した学校地域連携促進
事業から波及してでき
た学校地域連携の組
織に対し，活動が継続
かつ，より円滑に行え
る為の支援として，人
材育成研修会や連絡
協議会を行った。

   ○    目標
どおり達成し
た。

◆生涯学習の推進を
図る。

学校地域連携促進事業
から派生した組織の支援
をすることにより地域と協
働することができた。

◆生涯学習出前講座（６２講座）の実施　４９回

◆県立国際高校オープンカレッジ運営委員会に
 事業委託し合計８回の講座を実施（１００千円）

◆富田砕花顕彰会事業の実施支援（５９９千円）

◆地域子育て事業として人材育成研修会１回（参加35名）

◆地域子育て事業連絡協議会４回，活動団体数４校，
　活動事業日数延べ２９０日，活動参加者延べ約1,900人

◆生涯学習出前講座を実施

◆事業委託によりオープンカレッジを実施

◆富田砕花顕彰事業の実施

◆地域子育て関連事業

◆生涯学習出前講座の内容
整理を行う。

◆学校地域連携促進事業の
成果を今後の連携体制構築
につなげる。

2,6203,01215

◆若手教員をはじめとする年
次研修と学校現場の課題を踏
まえた質の高い研修の充実を
図る。

◆研究支援ルームの書籍や
DVDなど資料の周知と活用を
促進する。

◆社会や時代のニーズにあった一般研修・ＩＣＴ活用
研修・新規採用教員研修・経験者研修

◆委託研究
（外国語活動・英語部会，ＩＣＴ活用部会，特別支援教
育部会，授業づくり部会，体力の向上部会）

◆委託研究（教科等研究会）

◆研究会参加負担金等

◆打出教育文化センター研修講座の概要や事業報
告のための「所報」を作成する。

◆若手教員育成等のために研究支援ルームを活用
する。

◆芦屋市立幼稚園・
小学校・中学校教職
員の実践的指導力や
意欲，資質の向上を
図る。日常の教育活
動や研修に関する印
刷物の出版を通して，
教職員の意欲の喚
起，資質の向上を図
る。

打出教育文化セン
ター教育研究推進と
研修事業

打出教育文
化センター

　①　人権教育・人
権啓発の推進に
関する法律に規定
する人権教育

市職員等
への啓発

◆情報教育研修　２０講座，５１回，延べ２７６名受講
◆一般研修講座　３８講座，４３回，述べ１，２４５人受講
◆管理職研修・年次研修・新規採用教員研修
　９講座，延べ２５０人受講　　　１，１８４千円
◆教育研究部会・情報活用研修委託　　　　３４７千円
◆教科等研究会　　　　　　５００千円
　 各小中学校教員が，各教科・道徳・特別活動・事務・養護等
２７部会に分かれて，学校を横断して研究交流を行った。
◆全国研修所研究発表会参加費　　　９千円
◆研究図書費　　　　　　　　９０千円
◆教材器具費　　　　　　　　２８千円
◆郵便料　　　　　　　　　　　　４千円
◆物品補修費　　　　　　　　９３千円
◆印刷物，消耗品等　　　３３１千円
◆特別旅費　　　 　　　 　　 ３６千円

4



整理
№

総合推進
指針の分
類項目

★評価における事
業の位置づけ

所管課 事務事業名 事業の目的・意図 全体概要 Ｈ２４年度の目標
H24年度
予算額
（千円）

H24年度
決算額
（千円）

Ｈ２４年度の実施内容
平成24年度
の改善内容

★評価
（人権）
の視点

★評価基準
（所管課評価）

所管課評価コメント

  Ｅ

妥当か

  Ｆ

有効か

  Ｄ

協働す
る

  Ｆ

有効か

  Ｆ

有効か

  Ｇ

効率的
か

◆日々の生活と人権を考える集い(隔年で地域人権
啓発活動活性化事業とする。)

◆人権の花運動

◆啓発物品作成

◆人権の花運動を実施する。

◆研修計画に基づき実施 7,517 5,681

◆人材育成基本方針の見直し
　見直しの方向性及び推進体制の検討を行った。
◆人材育成体系の周知
　各種研修に際して説明を行った。
◆職員研修　延受講者：2,117人
◆事業費内訳　　委託料：1,626,960円
　　　　　　　　　　出席負担金：1,486,957円

◆消防長訓示　 ４月１日　６９人，１０月１日　６２人
◆芦屋病院新任看護師研修　１０人
　　４月２日：看護局長訓話，
　　４月５日：看護者の倫理綱領・倫理指針，
　　４月１０日：個人情報とアサーション

研修計画に基づき研修を
実施した。

16
市職員等
への啓発

　①　人権教育・人
権啓発の推進に
関する法律に規定
する人権教育

人事課
消防本部
芦屋病院

◆研修計画以外にも必
要に応じてビジネスマ
ナー研修などを実施し
た。

   ○    目標
どおり達成し
た。

　　職員研修事業 ◆職員の能力開発。

◆人材育成推進体制を構築
し，その下で基本方針の見直
し方法を決定する。

◆各種研修を活用し，人材育
成実施計画及び研修計画の
内容を周知する。

◆特になし

　②　人権教育・人
権啓発の推進に
関する法律に規定
する，広報活動・
啓発活動

総合的
・効果的
な推進

◆人権の花運動：5月～10月(伊勢幼稚園)

◆補助金の交付　1,119,000円

◆定期総会　1回

◆人権教育研究大会　　2回

◆常任理事会・専門部会・各種委員会

人権啓発事業の進捗を
図るため指標、目標，評
価（人権）の視点を設定し
て評価（試行）を行った。

   ◎    評価
（人権）の視
点に照らし著
しい成果が認
められる。

◆「日々の生活と人権
を考える集い 2012」を
芦屋市人権教育推進
協議会と共催して実施
した。

◆ふれ愛シネサロンを
消防庁舎で開催し職員
の参加を促した。(職員
２８人)

芦屋市人権教育推進協
議会の適正な運営のた
めの支援を行うことがで
きた。

   ○    目標
どおり達成し
た。

18
総合的
・効果的
な推進

　②　人権教育・人
権啓発の推進に
関する法律に規定
する，広報活動・
啓発活動

人権推進課

17

◆第2 次芦屋市人権教育・人
権啓発に関する総合推進指
針に基づく啓発活動の推進
◆人権啓発事業の評価に伴う
指標、目標の設定

◆みんなで考えよう平和と人権

◆ふれ愛シネサロン

◆日々の生活と人権を考える集い(隔年で地域人権
啓発活動活性化事業とする。)

◆啓発物品作成等

◆芦屋市人権教育・人権啓発推進懇話会

◆人権に関する市民意識調査(平成21年度・５年毎)

◆第2次芦屋市人権教育・人権啓発に関する総合推
進指針に基づく啓発事業の推進

◆人権尊重の意識を
高めるためのきっかけ
づくり。

　　人権啓発事業人権推進課

地域人権啓発活動活
性化事業

◆豊かな人権文化に
満ちた社会づくり

972

子供たちが協力して花を
育てる取組は「命の大切
さ」や「相手への思いや
り」の気持ちを育み人権
意識を高める事業であ
る。

◆広報紙による啓発5月1日号，8月1日号，12月1日号
　　経費 105千円
◆「日々の生活と人権を考える集い 2012」，平成24年11月21
日(水)， ルナ・ホール，講演会「転んだらどう起きる
    ～失敗から学んだこと，あきらめないこと～
　 講師　 宇梶　剛士氏（俳優）
　 参加者600人 経費　667千円
◆ふれ愛シネサロン
第50回　平成24年8月4日(土)　2回上映   上宮川文化セン
ター　３階ホール   参加者　265人　　経費  380千円
第51回　平成25年2月13日(水)2回上映　 消防庁舎　３階多目
的ホール　　　 参加者　176人　　経費  234千円
◆ポスター掲出：8月，9月，12月
◆横断幕の掲出：5月，8月，12月
◆芦屋市人権教育・人権啓発推進懇話会の開催　 1回開催
12月17日　　経費  72千円
◆その他経費　　94千円

871

0 0

○ 評価
（人権）の
視点に照ら
し実施した
ものと認め
られる。

1,11919

◆事業について市民生活部人
権担当との連携を進める

◆人権教育推進協議会の運
営の適正化を図る。

◆芦屋市人権教育推進協議会を支援するため補助
金を支出する。

◆人権に関する学習
活動の推進を図る。

　人権教育推進協議
会補助金

生涯学習課

　②　人権教育・人
権啓発の推進に
関する法律に規定
する，広報活動・
啓発活動

総合的
・効果的
な推進

  Ａ

聴く 知
る

1,119

20 女性の人
権

　④　教育を受け
る権利の保障や就
労支援・育児支援
等，市民の人権を
推進する事業

男女共同参
画推進課

　男女共同参画セン
ター事業

◆誰もが，性別にかか
わりなく社会の対等な
構成員として，その個
性と能力を発揮し，社
会のあらゆる分野に
参画できるとともに均
等に責任を分かち合う
社会の形成を目指し
事業を実施，男女共
同参画を推進する。

827

◆人権教育推進協議
会の運営の適正化に
努めた。研究大会全大
会を市民生活部人権推
進課と共同で行った。

女性がかかえる様々な
悩みについて，専門相談
員が気持ちの整理のサ
ポートをした。

◆専門相談員による女
性の悩み相談を実施し
た。

○ 継続
的に実施し
た。

◆専門相談員による相談業務の実施
    （相談員報償費等８２７千円）

◆啓発図書等の貸出

◆啓発誌等の配布

◆情報提供

◆専門相談員による相談業務の実施

◆啓発図書等の貸出

◆啓発誌等の配布

◆情報提供

◆第２次芦屋市男女共同参画
行動計画の実施にあわせて
専門相談員による女性の悩み
相談を実施する。（事業費予
算８２７千円）

827

5



整理
№

総合推進
指針の分
類項目

★評価における事
業の位置づけ

所管課 事務事業名 事業の目的・意図 全体概要 Ｈ２４年度の目標
H24年度
予算額
（千円）

H24年度
決算額
（千円）

Ｈ２４年度の実施内容
平成24年度
の改善内容

★評価
（人権）
の視点

★評価基準
（所管課評価）

所管課評価コメント

  Ｆ

有効か

  Ｆ

有効か

  Ｃ

整える

  Ｃ

整える

  Ｆ

有効か

  Ａ

聴く 知
る

  Ｃ

整える

◆公・私立保育所の安定した
保育行政により一層の保育内
容の向上及び充実を図る。

◆病後児保育については，子
育て社会のセーフティネットの
一つとして必要なときに利用で
きるように制度の周知を図る。

ひとり親家庭への自
立支援施策

こども課

　④　教育を受け
る権利の保障や就
労支援・育児支援
等，市民の人権を
推進する事業

子どもの
人権

窓口にパンフレットを設
置し，広報やホームペー
ジにて周知をはかった。
窓口相談では，母子自立
支援員につなぎ，就労に
むけて具体的な支援につ
いて相談できた。

○ 評価
（人権）の
視点に照ら
し実施した
ものと認め
られる。

◆制度等について，窓
口ではパンフレットや相
談を通じて周知すると
ともに，ホームページに
おいても周知を実施

22
子どもの
人権

　④　教育を受け
る権利の保障や就
労支援・育児支援
等，市民の人権を
推進する事業

こども課

21

児童虐待防止のための
啓発活動としてキャン
ペーンを催し，市民意識
の向上をはかることがで
きた。また支援者研修会
や講演会を増やし，より
丁寧な支援を行うことが
できた。

○ 継続
的に実施し
た。

保育所運営業務は，保
育に欠ける児童とその保
護者が安心して子育てが
できる環境づくりの一環
であり子育て支援になっ
ている。
また，病後児保育につい
ては，子育て社会のセー
フティネットとして必要な
事業であり，制度の周知
と市民ニーズに対応した
事業の拡充が必要であ
る。

◆児童虐待防止のた
めの啓発活動につい
て，研修や講演会の回
数を増やして実施

4,056

◆家庭児童相談員による相談事業（18歳未満の相談）
　　相談実績　303件（うち児童虐待80件）
◆こども家庭センターへの一時保護依頼　2件
◆要保護児童対策地域協議会の運営
　代表者会2回，実務者会4回，研修会1回
◆育児支援家庭訪問事業　1世帯　108,550　円
◆児童福祉施設措置事業
　ショートスティ　4人　93,500　円
　児童福祉施設入所等徴収金助成　2人　169,200　円
◆児童虐待防止のための啓発活動
　キャンペーン3回，　研修会3回実施

833,532

◆児童の安全対策とし
て，防災頭巾・防災用
ヘルメットを配置した。
また，公・私立保育所
の連携を図るため所
長・園長会を実施した。

◆病児保育導入の検
討

◆公立保育所の利用状況（６保育所の合計人数）
　・定員480人（保育対象：年齢0～5歳)
　・年間延利用人数①入所児童数6,161人
　　②延長保育13,715人　③園庭開放660人
◆私立保育所の利用状況（６保育所の合計人数）
　・定員366人（保育対象：年齢0～5歳)
　・年間延利用人数①入所児童数5,056人
　　②延長保育15,017人　③一時預かり保育6,359人
◆病後児保育事業
・利用人数　２２人/年
◆ひょうご多子世帯保育料軽減事業
・利用人数　１９世帯（児童２０人）　８２７，５００円

　家庭児童対策施策

◆家庭児童相談員による相談事業（18歳未満）

◆こども家庭センターへの一時保護依頼

◆要保護児童対策地域協議会の運営

◆育児支援家庭訪問事業

◆児童福祉施設措置事業

◆各事業の継続実施
児童虐待防止のための啓発
活動を行なう
制度の周知に努める

◆保護者の就労や病
気などの理由で昼間
に保育を受けることが
出来ない乳幼児（0歳
から就学前までの児
童）が保育を受けるこ
とが出来るようにな
る。

795,939

   ○    目標
どおり達成し
た。

◆児童扶養手当支給事務
　　支給人員579人　　254,040,590　円
◆母子生活支援施設入所措置　2世帯　3,162,992　円
◆母子自立支援員による相談事業
　相談実績　691件（母子家庭683件，父子家庭8件）
◆母子家庭自立支援給付金事業　10,086,800  円
（平成24年度修了件数）
　教育訓練　1件，高等技能訓練　3件
◆自立支援プログラム事業　10件
◆ひとり親家庭事業
　1回　年末のつどい　H24.12.15（土）

267,859

2,245

◆相談員，関係機関
がネットワークによる
連携等により，児童と
保護者への支援を行
う

303,278
◆各事業の継続実施
対象者へ制度の周知に努め
る

◆児童扶養手当の支給事務
◆母子自立支援員による相談事業
◆母子自立支援施設への入所措置
◆母子家庭自立支援給付金事業
◆自立支援プログラム作成業務
◆ホームヘルプサービス事業
◆DV及び生活困窮による母子の一時保護依頼
◆交通遺児就学激励金
◆母子福祉資金の貸付
◆ひとり親家庭事業
◆共励会（母子・寡婦団体）育成

◆ひとり親家庭の自
立と安定を目指した支
援を行う

就労支援，育児支援事
業として，継続的に児童
受け入れが実施できてい
る。

○ 継続
的に実施し
た。

◆保育環境の改善（し
おかぜ学級の増級準
備・冷暖房取替工事，
すぎのこ学級のカー
ペット張替え，なかよし
学級（宮川小学校）冷
暖房取替工事等）

◆全8小学校10学級で留守家庭児童会を運営
　・事業費：3,990千円
　・全定数：４３５人
　・登録児童数（H24.4.1現在）　　　４０５名

◆待機児童を出さないことへの対応
　・しおかぜ学級（潮見小学校）を２学級に増設
　・はまゆう学級（打出浜小学校）を２学級に増設

◆育環境の拡充
　・はまゆう学級専用棟の新設（事業費：27,536千円）

23
子どもの
人権

　④　教育を受け
る権利の保障や就
労支援・育児支援
等，市民の人権を
推進する事業

保育課

◆保育の実施
　通常保育，延長保育，一時預かり保育，統合（障が
　い児）保育等

◆私立保育所に対する運営費助成

◆病後児保育事業

◆ひょうご多子世帯保育料軽減事業

　保育所運営業務

172,69625
青少年
育成課

　④　教育を受け
る権利の保障や就
労支援・育児支援
等，市民の人権を
推進する事業

青少年保護対策事業
（芦屋市留守家庭児
童会事業）

子どもの
人権

◆放課後保育において，延長
保育・土曜日保育の一体化し
た運営ができるよう民間活力
の導入検討を行う。

◆芦屋市留守家庭児童会

設置場所：市内小学校（計10学級）

開 設 日：月曜日から土曜日（日曜日，祝日，8/12～
16，12/29～1/3，事務日を除く）

開設時間：平日（月～金）は放課後から午後5時。
※延長保育は午後5時から午後7時。
　学校休業日は8時30分から午後5時。
　土曜日は午前9時から午後5時。
　（ただし冬期の11月から12月は午後4時30分まで。）

◆保護者が就労等で
昼間家庭にいないた
め，適切な保護育成
に欠ける小学１年から
３年生を対象に，集団
による遊びをとおして
仲間づくりを行う。

213,301

民間認可保育園の誘
致

◆保育所待機児童解
消のため，民間保育
園を整備する。

◆新たに民間保育園を誘致し，認可保育所定員１，
０００人を目指して，待機児童（保育所入所待ち児童）
を解消する。

◆民間認可保育所の新設計
画が１か所あるため，平成２５
年４月開園に向けて事業を進
めていく。

24
子どもの
人権

　④　教育を受け
る権利の保障や就
労支援・育児支援
等，市民の人権を
推進する事業

保育課

◆待機児童解消対策
のために，新設認可保
育所を誘致し，認可保
育所の定員増加を図っ
た。

○ 継続
的に実施し
た。

入所定員１，０００人に向
け認可保育園が整備さ
れてきているが，なお，
待機児童の解消がされ
ないため，今後も民間認
可保育園を誘致すると共
に「子ども◆子育て会議」
の中で検討される保育需
要を計りながら対応して
いく。

123,003 123,001

◆平成２４年５月に社会福祉法人が運営していた認可外保育
所を３０人定員の認可保育所へ移行するとともに，山手町に
同法人による７８人定員の認可保育所を平成２５年４月開園
に向けて準備を進めた。

6



整理
№

総合推進
指針の分
類項目

★評価における事
業の位置づけ

所管課 事務事業名 事業の目的・意図 全体概要 Ｈ２４年度の目標
H24年度
予算額
（千円）

H24年度
決算額
（千円）

Ｈ２４年度の実施内容
平成24年度
の改善内容

★評価
（人権）
の視点

★評価基準
（所管課評価）

所管課評価コメント

  Ｃ

整える

  Ｄ

協働す
る

  Ｃ

整える

  Ｄ

協働す
る

  Ｃ

整える

  Ｄ

協働す
る

  Ｇ

効率的
か

26
高齢者の
人権

◆特になし

　④　教育を受け
る権利の保障や就
労支援・育児支援
等，市民の人権を
推進する事業

高齢福祉課 72,015

◆家に閉じこもりがち
な高齢者に活動の場
を提供し社会参加の
促進と地域活動を通じ
て生きがいづくりを図
る。

◆高齢者社会参加促進事業
　 あしやYOクラブに委託して，生きがいと健康づくり
事業の実施。

◆老人クラブ活動
　 地域の高齢者の健康増進，教養講座，友愛活動
及び社会奉仕等の活動。

◆生きがい活動支援通所事業
　 老人福祉会館，ゆうゆう倶楽部等で趣味活動等の
生きがい事業を提供。

◆ゆうゆう倶楽部利用事業
　 潮見ゆうゆう倶楽部の運営(H11年7月～)
   朝日ヶ丘ゆうゆう倶楽部の運営(H12年9月～)

◆生きがいづくり等事業
　 高齢者のつどい/敬老会/100歳以上市長訪問・施
設訪問等

◆高齢者福祉月間啓発事業

◆高齢者バス運賃助成事業
　芦屋市で運行している阪急バスの運賃半額助成

◆新たな参加者を増やす方策
を事業者と協議する。

高齢者の事業参加者が年々
増加している

会員数も年々増加してい
る

○ 評価
（人権）の
視点に照ら
し実施した
ものと認め
られる。

20,399

71,348

◆高齢者生きがい活動支援通所サービス利用状況・・・老人
福祉会館47回　510人　朝日ヶ丘集会所　6回　61人　潮見ゆ
うゆうクラブ　7回　92人   陽光町コミュニティプラザ8回　144人
打出集会所　10回　149人　春日集会所　10回　176人　三条
コミスク会議室　4回　34人   三条集会所　22回　473人　福祉
ｾﾝﾀｰ団体会議室　3回　60人　西蔵集会所　2回　65人　若宮
集会所　2回　77人　福祉ｾﾝﾀｰ交流ｽﾍﾟｰｽ　1回　32人 高浜
第3集会所　5回　80人  芦屋浜管理ｾﾝﾀｰ大会議室　1回　30
人上宮川文化センター　2回　94人  大原集会所　12回　264
回　ファミリーライフケア　47回　390人　はまゆう　46回　390
人
◆高齢者バス運賃助成利用状況・・・Ｈ23（７０歳到達・転入・
再交付）1,235人　Ｈ24（７０歳到達・転入・再交付）1,491人
◆ゆうゆう倶楽部利用状況・・・朝日ヶ丘ゆうゆう倶楽部　255
回　潮見ゆうゆう倶楽部　315回
◆地域老人クラブ活動の育成　48団体　3,111人
■生きがい◆健康づくり等事業・・・高齢者のつどい　7月7日
ルナ・ホール　400人　　敬老会　9月22日　ルナ・ホール　979
人 高齢者スポーツ大会 10月14日　960人
■ １００歳以上高齢者市長訪問　9月3日　対象者　21人　訪
問者　6人

○ 評価
（人権）の
視点に照ら
し実施した
ものと認め
られる。

◆新たな企画提案事業
の内容をシルバー人材
センターと検討してい
く。

◆会員数・・・970人

◆就業延べ人数・・・95,319件

◆実績額・・・374,216千円
20,34027

28

高齢者・障
がいのあ
る人の人
権

　④　教育を受け
る権利の保障や就
労支援・育児支援
等，市民の人権を
推進する事業

　④　教育を受け
る権利の保障や就
労支援・育児支援
等，市民の人権を
推進する事業

高齢者の
人権

シルバー人材センター
事業

高齢福祉課

生きがい・社会活動促
進事業

◆新たな企画提案事業の内
容をシルバー人材センターと
検討していく。

◆市内在住のおおむね60歳以上の高齢者に臨時的
かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務の提供
を行う。

◆高齢者の就業を促進することにより，地域社会の
活性化につなげていく。

◆自主的な組織参加と労働能力を発揮することによ
り，豊かで積極的な高齢期の生活と社会参加による
生きがいの充実を図る。

◆「企画提案方式による事業」を実施し，高齢者の生
活支援の充実を図る。

◆高齢者に簡易な仕
事を提供し，生きがい
の充実や社会復帰を
図る。

19,500

◆障害者虐待防止法の施行
にむけた体制の確立

◆権利擁護支援システムの構
築と推進

◆権利擁護支援センター事業
への社会福祉協議会の円滑
な参画

公園緑地課

都市公園施設
整備事業

◆「交通バリアフリー
法」に基づき，誰もが
安心・安全・快適に暮
らせる街づくりを目指
す
公園内や道路とのバ
リアフリー化を図るとと
もに，障がいのある方
も利用しやすいトイレ
の改修を行う。

都市公園施設整備事業
都市公園統合補助事業

◆道路と公園施設との段差解消。

◆高齢者や障がいのある方，乳幼児を連れた方等に
配慮したトイレの改善。

◆スロープ，階段の手摺りの改善等。

58,111

◆南宮浜公園改修工事　　　　　　　　　完了　24,319千円

◆岩ヶ平公園便所建替工事　　　　　　完了　20,360千円

◆総合公園北駐車場身障者用駐車場改築工事
                                　　　   　　　　　 完了　  2,847千円

◆公園バリアフリー化工事　　　              　10,585千円
　岩園北公園，三条公園

◆芦屋市権利擁護支援センター運営事業費16,115,446円
センター長（非常勤）　１名　専門相談員（常勤）　 ４名

◆基金事業費（権利擁護支援者養成研修等）3,384,554円
平成２４年８月　説明会２回開催
平成２４年９月～平成２５年２月，全１２日間，２８名受講

◆権利擁護支援者人材バンク登録（希望者含む） １７名

◆芦屋市権利擁護支援センター運営委員会
　３回開催（６月，８月，１月)

◆成年後見制度利用支援事業　実績
　市長申立て　高齢者　  ４件（申立費用負担）

19,500

高齢者・障
がいのあ
る人の人
権

29

目標のとおり公園のバリ
アフリー化を図れた。

今後も，関係機関と連携
し，支援にあたるととも
に，地域住民に向けた
「権利擁護」の普及・啓発
に努める。

○ 継続
的に実施し
た。

◆平成２４年１０月に施
行された「障害者虐待
防止法（略称）」にとも
ない，権利擁護支援セ
ンターに「障害者虐待
防止センター」の機能
を付与し，虐待の相談
から支援までの一連の
対応を行うための職員
を1名配置し，５名体制
とした。

◆南宮浜公園について
は，地域と協議しなが
ら整備案を作成し，実
施できた。

   ○    目標
どおり達成し
た。

◆防災拠点に位置付けられて
いる公園について，便所の建
替を中心にバリアフリー化を
実施する。

63,700

◆権利擁護支援システム推進委員会
　高齢者，障がいのある人の権利を守るため，全市
的な権利擁護支援システムの構築と推進を図ること
を目的に設置。権利擁護支援センター機能を含めた
システムの評価や調査，研究を行う。

◆芦屋市権利擁護支援センター機能の強化と充実
　平成２２年７月２０日に開設された当該センターの
周知と，権利擁護支援ニーズを抱えた世帯への支援
を行政をはじめとする関係機関と連携しながら円滑
に行う。また業務評価も行う。

◆権利擁護支援者の養成と活動の場の確保
　地域で権利擁護支援の担い手を増やし，成年後見
制度の円滑な利用支援や高齢者，障がいのある人
の虐待等を含む権利侵害救済支援を強化する。

◆高齢者，障がいの
ある人の虐待その他
の権利侵害の防止
策，高齢者，障がいの
ある人の権利を守る
ための支援策及び権
利擁護支援センター
の機能を含めた地域
における権利擁護支
援システムの構築と
推進を図る。

権利擁護推進事業地域福祉課

　④　教育を受け
る権利の保障や就
労支援・育児支援
等，市民の人権を
推進する事業

7



整理
№

総合推進
指針の分
類項目

★評価における事
業の位置づけ

所管課 事務事業名 事業の目的・意図 全体概要 Ｈ２４年度の目標
H24年度
予算額
（千円）

H24年度
決算額
（千円）

Ｈ２４年度の実施内容
平成24年度
の改善内容

★評価
（人権）
の視点

★評価基準
（所管課評価）

所管課評価コメント

  Ｄ

協働す
る

  Ｆ

有効か

  Ｆ

有効か

  Ｆ

有効か

6,107 151

◆基本構想に位置づけられた事業及びユニバーサ
ル社会づくりを推進するための協議会を設置し運営
する。

◆ユニバーサル社会づくり推進地区の検討を行う。

◆ユニバーサル社会づくりに関する活動費助成やモ
デル施設等改修費補助を行う。

◆芦屋市交通バリアフリー基本構想の見直しを行
う。

◆芦屋市交通バリアフリー基
本構想の長期的課題の解決
に向けての協議

交通バリアフリー基本
構想に関すること

◆芦屋市交通バリア
フリー基本構想の実
現に向けて，市民，福
祉関係団体，民間事
業者及び行政の関係
者が連携し，ユニバー
サルデザインの考え
方を踏まえたより質の
高いバリアフリー施策
を推進する。

30

高齢者・障
がいのあ
る人の人
権

　④　教育を受け
る権利の保障や就
労支援・育児支援
等，市民の人権を
推進する事業

都市計画課

障害者自立支援法介
護給付費等事業

◆制度改正（計画相談
の実施等）に対応した。

◆芦屋市交通バリアフリー推進連絡会の開催
　・予算額：13千円　・日時：平成25年3月25日
 ・内容：各事業者の事業報告及び実施計画を
  基に連絡調整

◆ユニバーサル社会づくり推進地区協議会の開催
　・予算額：138千円　・時：平成24年5月16日
　・ワーキング部会の設置・開催：5回
　　（平成24年10月2日，11月9日，12月20日，
     平成25年2月1日，3月11日）

◆庁舎周辺バリアフリー整備に係る庁内協議
　・関係課による各種課題等の確認

◆特になし

◆　障害者自立支援法に基づく介護給付・訓練等給付
　　　804,795千円
　　　＜支給決定者数＞
◆訪問系サービス（居宅介護，重度訪問介護）　　　161人
◆日中活動系サービス
   （生活介護，就労移行支援，就労継続支援等）　274人
◆居住系サービス
  （共同生活介護，共同生活援助，短期入所）　　174人
◆施設入所（身体，知的）　72人  ・療養介護　　　4人
◆　自立支援医療（更生医療）＜受給者数＞　46人，32,863千円
◆　補装具費　障がい者（１８歳以上）　　交付　52件，
     修理　38件，6,104千円　　　　　障がい児（１８歳未満）
 　　交付　17件，修理　  9件，2,271千円
◆　グループホーム等利用者家賃負担軽減事業　　　3,216千円
◆　障害者支援施設等入所措置費　　　2,294千円
◆　事業運営安定化等事業(特別対策費）　　　5,122千円
◆　その他　　　3,821千円

888,437

33 同和問題

　②　人権教育・人
権啓発の推進に
関する法律に規定
する，広報活動・
啓発活動

上宮川文化
センター

◆市民が親しみやすい各種事
業を実施し，コミュニティセン
ター機能を充実させる。

◆自立支援としての各種相談
援助事業を行うとともに，高齢
化に対応した地域福祉の推進
を進める。

◆人権，平和，環境など幅広
い視野から，教育・啓発交流
事業を実施し，施設の設置目
的の実行を図る。

　地域生活支援事業

◆障がいのある人が
地域社会の構成員と
して必要な情報支援・
移動支援・スポーツ文
化活動支援等を行う。

◆地域の特性や利用者の状況に応じた事業
　　・相談支援事業
　　・コミュニケーション支援事業
      （手話◆要約筆記者等派遣）事業
　　・日常生活用具給付等事業
　　・移動支援事業
　　・地域活動支援センター事業
　　・成年後見制度利用支援事業
　　・障がい児機能訓練事業　他

◆日常生活訓練及び作業訓練等を実施する団体に
経費の一部補助
　　・小規模通所援護事業所，自立生活訓練事業所

　　隣保館事業

179,108

◆「障害者虐待の防止，障害
者の養護者に対する支援等に
関する法律」が本年１０月に施
行されるため，関係機関等が
連携して対応できるよう，「虐
待対応マニュアル」を策定する
とともに，啓発用パンフレット
の作成・配布や研修会の開催
等を通じて理解を深める。

31

32
障がいの
ある人の
人権

　④　子どもの教
育を受ける権利の
保障や生活保護
等，市民の人権を
推進する事業

◆介護給付（居宅介護・重度訪問介護・行動援護・短
期入所・施設入所支援　他)

◆訓練等給付（自立訓練・就労移行支援・就労継続
支援・共同生活援助）

◆自立支援医療（更生医療・育成医療）

◆補装具

◆自立支援特別対策等その他事業

◆障がいのある人が
地域で安心して暮らせ
る社会の実現

187,814

◆地域社会全体の中で，福祉の向上や人権啓発の
住民の交流の拠点となる開かれたコミュニティセン
ターとして，生活上の相談事業や人権課題の解決の
ための各種事業を総合的に行なう。

・教育啓発事業

・民主就労促進事業

◆地域社会全体の中
で福祉の向上や人権
啓発の住民交流の拠
点となる開かれたコ
ミュニティセンターとし
て，生活上の相談事
業や人権課題の解決
のための各種事業を
総合的に行う。

　④　子どもの教
育を受ける権利の
保障や生活保護
等，市民の人権を
推進する事業

障がいの
ある人の
人権

障害福祉課

障害福祉課

876,442
◆平成24年度実施の制度改
正に適切に対応・検討する。

◆ 相談支援事業（31,274千円） ： 芦屋ﾊｰﾄﾌﾙ福祉公社（実人員770人・
回数1,543回），三田谷治療教育院（実人員640人・回数2,146回）芦屋ﾒﾝﾀ
ﾙｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ（実人員995人・回数1,783回），社会福祉協議会（実人員
682人・回数1,628回）
◆ コミュニケーション支援事業
 ： 手話通訳者（1人），手話通訳（12人）派遣（144回・389千円），要約筆
記（13人）派遣（40回・176千円），研修会22千円
◆ 日常生活用具給付等事業 ： 1,086件・11,043千円
◆ 移動支援事業 ： 利用者111人・29,044時間・72,079千円
◆ ボランティア活動支援事業 ： 450千円
◆ 広報あしや点訳・音訳業務 ： 564千円
◆ 障がい児機能訓練事業（8,801千円） ： 身体機能訓練（理学療法）（利
用者24人・回数382回），水浴訓練（利用者19人・回数174回），
療育訓練（作業療法）（利用者10人・回数156回），同（言語療法）（利用者
9人・回数136回）
◆療育支援相談事業 ： 808千円
◆ 小規模作業所，地域活動支援センター，地域生活訓練事業補助金 ：
6事業所・26,388千円
◆ 入浴サービス事業 ： 利用者1人・26回・203千円
◆ 日中一時支援事業 ： 利用者69人・回数2,308回・5,204千円
◆ 更生訓練費 ： 利用者6人・292千円
◆ 緊急一時保護事業 ： 利用者3人・172回・959千円
◆ その他 ： 798千円

26,310 21,753

◆関係機関との連携調整のもとに，総合相談・継続的相談事
業を行い，要援護世帯(者)や要保護児童の支援を行い問題
解決に向けた。
◆高齢化にともなう住民の身体と生活に変化が出てきてお
り，積極的な家庭訪問の実施と地域住民(団体)や民生委員の
情報などで細かなニーズの把握に努めた。具体対応には，老
人会など住民の自主的な協力があり，地域福祉の推進が図
られた。
◆人権啓発・交流の拠点施設として，各種教室・講演会・映画
会・展示会等を開催し，市内外から多くの参加者を得た。特
に，人権文化の向上を目的にしたヒューマンな映画会(毎週水
曜日）には高齢者の参加が定着している。また，年４回実施し
た｢ワンコインシアター」は，民間活力(兵庫県映画センター）を
導入し，団塊世代以上の層のニーズに応える内容となった。
◆ここ数年，住宅入居者に社会的ハンディーを持った世帯が
増えてきており，この層の相談指導・支援ニーズに対応してい
くため，学校・地域住民の協力を得て情報収集に努めた。

   ○    目標
どおり達成し
た。

   ○    目標
どおり達成し
た。

隣保館としては，市民
ニーズによる地域内外の
各種事業を実施し，人権
啓発事業の充実とコミュ
ニティーセンターとして，
幅広い市民の利用促進
に努めました。

◆障害者虐待防止法
施行に伴い，芦屋市権
利擁護センターに障が
い者虐待防止センター
の機能を設け，夜間・
休日においても対応で
きる体制を構築した。ま
た「芦屋市障がい者虐
待対応マニュアル」を
策定し，虐待の防止・
早期発見・解決を図っ
た。

   ○    目標
どおり達成し
た。

障害者虐待防止法施行
に伴い，夜間・休日にお
いても障がい者虐待の相
談や，通報等に対応でき
る体制を構築及び関係
機関が連携して虐待の
防止等に対応できるマ
ニュアルを作成し，障が
い者の虐待防止への周
知・理解を深めた。

長期的課題解決に向け，
継続して協議を行ってい
く必要がある。

平成２４年度の制度改正
に対応しながら障がい福
祉サービスの提供に努
めた。

◆地域実態の変化にと
もなう要援護・要支援
の情報収集のため，い
こいの間担当職員と保
健担当職員を中心に，
家庭訪問を積極的に
行った。

○ 継続
的に実施し
た。

8



整理
№

総合推進
指針の分
類項目

★評価における事
業の位置づけ

所管課 事務事業名 事業の目的・意図 全体概要 Ｈ２４年度の目標
H24年度
予算額
（千円）

H24年度
決算額
（千円）

Ｈ２４年度の実施内容
平成24年度
の改善内容

★評価
（人権）
の視点

★評価基準
（所管課評価）

所管課評価コメント

  Ｂ

伝える

  Ｆ

有効か

  Ｃ

整える

  Ｄ

協働す
る

34

35
その他の
人権問題

　②　人権教育・人
権啓発の推進に
関する法律に規定
する，広報活動・
啓発活動

外国人の
人権

地域福祉課

◆「芦屋市の国際交流のあり
方」の提言を尊重し，外国人
の行政情報のアクセスの容易
さを確保するため，外国語で
の情報提供に努める。

　④　教育を受け
る権利の保障や就
労支援・育児支援
等，市民の人権を
推進する事業

「社会を明るくする運
動」の推進

◆潮芦屋交流センター施設運営等経費
◆英語版広報紙「アシヤニューズレター」の発行
◆外国語（英語等）公用文翻訳
◆英語版ガイドマップの発行

◆潮芦屋交流セン
ター関すること及び外
国語でインフォメーショ
ンすることにより，国
際交流の核が機能し
外国人が暮らしやす
いまちを目指す。

国際交流一般支援事
業

◆市内各団体で構成する推進委員会(委員長　芦屋
市長)が，法務省の主唱により，毎年7月を強調月間
として宣伝・啓発・集会等の活動を実施する。

◆参加団体の取組を報告する
ことにより，参加団体の連携を
強化する。
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◆実施内容

　・推進委員会（5/25）　　・ポスター掲示（6/22～7/5）
　・街頭一斉行動（7/1）　 ・横断幕設置（7/1～7/31）
　・市民の集い（7/5）　　　・広報ビデオ鑑賞会（7/14）
　・矯正施設訪問（7/25） ・公開ケース研究会（11/7）
　・構成団体交流会（2/18）

◆事業費　 　513千円

広報国際交
流課

◆英語版広報紙「アシヤニューズレター」の発行
   （年４回発行，業務委託料567千円）

◆公用文翻訳（業務委託料300千円）

◆英語版ガイドマップの発行（業務委託料419千円）

◆指定管理料（25,400千円）

28,78930,264
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◆犯罪・非行の防止と
罪を犯した人が更生し
やすい環境をつくる。

◆構成団体交流会を初
めて開催した。

○ 継続
的に実施し
た。

各種団体と協働して一連
の事業を例年どおり実施
できた。「市民の集い」で
は要約筆記，手話通訳を
行い，障がいのある方の
参加を促すことができ
た。

英語版ガイドマップは日
本語と英語を併記し，内
容を充実させたことで，
多くの外国人に芦屋市の
情報を伝えるものとなっ
た。
広報あしやへのコラム掲
載や外国人関係課調整
会議で外国人対応フロー
チャート提示は，市民や
庁内の職員に外国人に
対する意識を持つきっか
けづくりとなった。
潮芦屋交流センターにつ
いては国際交流の拠点
であることから今後も周
知が必要。

   ○    目標
どおり達成し
た。

◆英語版ガイドマップを
英語・日本語併記版で
作成し，掲載内容につ
いても外国人相談窓口
や英語対応医療機関
等，外国人に役立つ情
報を充実させた。
また，多文化共生につ
いて市民啓発のため，
広報あしやにコラムを３
回掲載した。庁内にお
いては，庁内外国人対
応状況調査を実施し，
庁内の外国人対応の
現状を把握し，外国人
関係課調整会議にて外
国人対応フローチャー
トを提案した。
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